
補
助
対
象
者
・
補
助
金
額

■
対
象
者

　
芝
山
町
に
住
所
を
有
し
、
住
宅
に
設

置
し
た
10
人
槽
以
下
の
合
併
浄
化
槽
を

適
正
に
維
持
管
理
を
し
て
い
る
方

■
補
助
金
額
　
毎
年
1
回
　
1
万
円

対
象
と
な
ら
な
い
方

・
浄
化
槽
の
設
置
届
を
せ
ず
に
合
併
処

　
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た
方 

・
水
質
に
関
す
る
検
査
（
法
定
検
査
）

　
を
受
け
て
い
な
い
方 

・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
水
質
検
査
の
結

　
果
が
不
適
正
と
判
定
さ
れ
た
方

・
千
葉
県
浄
化
槽
取
扱
指
導
要
綱
を
遵

　
守
し
て
い
な
い
方 

・
賃
貸
な
ど
営
利
を
目
的
と
し
た
住
宅

　
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た
方

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

補
助
対
象
と
な
る
経
費

　
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
か

か
る
保
守
点
検
費
（
※
1
）・
法
定
検

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
汚
水
を
処
理
し
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
の
効
果
的
な
利
用
に
は
、
浄
化
槽
内
の
微
生
物
が
活
動
し
や
す

い
環
境
を
保
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
浄
化
槽
法
で
定
め

ら
れ
た
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
適
正
な
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
し
て
い
る
方
に
、
維
持
管
理

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

まちづくり課 下水道係 ☎77 ‐3924

―平成 25 年度分受付期限は　9月末日まで―

維持管理費補助金制度

査
費
用
（
※
2
）

補
助
対
象
と
な
ら
な
い
経
費

・
ト
イ
レ
の
汚
水
の
み
を
処
理
す
る
単

　
独
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理
費 

・
汚
泥
の
汲
取
り
（
清
掃
）
に
か
か
る

　
費
用

受
付
期
限
・
申
請
の
方
法

■
受
付
期
限
　
9
月
末
日

■ 

申
請
方
法
　
ま
ち
づ
く
り
課
下
水
道

係
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
、
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
し
た
申

請
書
類
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
な
書
類 

① 

維
持
管
理
に
関
す
る
契
約
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し

② 

平
成
25
年
度
に
法
定
検
査
を
受
検

し
、
適
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
写
し
と
領
収
書
の
写
し

③ 

平
成
25
年
度
中
に
保
守
点
検
を
実
施

し
た
記
録
票
の
写
し
と
領
収
書
の
写

し

浄化槽併合 処理

問
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浄化槽の大きさ 補　助　額

５人槽 ２８０，０００円

６～７人槽 ３２０，０００円

８～10人槽 ３９０，０００円

人槽区分 補　助　額

単
独
浄
化
槽

５人槽 ５５２，０００円

６～７人槽 ６３４，０００円

８～10人槽 ７６８，０００円

汲
取
り
槽

５人槽 ４５２，０００円

６～７人槽 ５３４，０００円

８～10人槽 ６６８，０００円

排水設備の
延長距離 補 　 助 　 額

10ｍ以下 １０，０００円

10～20ｍ ２０，０００円

20～30ｍ ３０，０００円

30～40ｍ ６０，０００円

40～50ｍ ７５，０００円

50～60ｍ １２０，０００円

60～70ｍ １７５，０００円

70～80ｍ ２４０，０００円

80～90ｍ ２７０，０００円

90～100ｍ ３５０，０００円

100ｍ以上 ４００，０００円

　
台
所
や
洗
濯
、
風
呂
か
ら
流
さ
れ
る

生
活
排
水
は
、
河
川
や
海
の
水
質
悪
化

の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
の
排
水
だ
け
を
処
理
す
る
「
単

独
処
理
浄
化
槽
」
で
は
、
河
川
な
ど
の

水
質
汚
濁
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　
家
庭
か
ら
発
生
す
る
生
活
排
水
を
一

括
処
理
す
る
「
合
併
処
理
浄
化
槽
」
の

設
置
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
に

は
、
次
の
よ
う
な
補
助
金
が
あ
り
ま

す
。

■
対
象
者

　
下
水
道
事
業
、
農
業
集
落
排
水
事
業

の
供
用
開
始
区
域
以
外
に
お
住
ま
い
の

方
で
、
住
宅
に
10
人
槽
以
下
の
合
併
処

理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

※ 

予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
補
助
金
に
関
す
る
問
合
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
下
水
道
係

　下水道排水設備工事責任技術者の資
格有効期限が平成27年3月31日の方
は、登録更新の手続きが必要です。
　手続きをしなかった場合は資格を喪
失しますので、お早めに手続きをして
ください。
■受付期間　9月1日㈪～12日㈮
■申請書類　登録住所へ郵送
■更新講習会
○ 受講日　11月7日㈮・12日㈬のいず
れか１日

○会場　千葉市民会館
　（千葉市中央区要町1-1）
■ 問合せ  千葉県下水道協会事務局
（千葉市役所下水道経営課内）
　☎043-245-6112 
　詳しくはホームページをご覧くださ
い。URL http://www.jswa-chiba.jp/

下水道排水設備工事責任技術者

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
補
助
金

登録更新の
手続きが必要です

※
１
　
保
守
点
検
と
は

　
浄
化
槽
の
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
が
正
常

に
作
動
し
て
い
る
か
点
検
し
、
装
置
の

調
整
・
修
理
、
汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き

や
清
掃
時
期
の
判
定
、
消
毒
剤
の
補
充

な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
保
守
点
検
の
作
業
に
は
技
術
上
の
基

準
が
あ
り
、
専
門
的
知
識
や
技
能
、
専

用
の
器
具
機
材
が
必
要
で
す
。
県
知
事

登
録
を
し
て
い
る
保
守
点
検
資
格
の
あ

る
業
者
に
作
業
を
委
託
す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
（
年
３
回
以
上
、
点
検

費
は
有
料
）。

◎
保
守
点
検
に
関
す
る
問
合
せ

　
㈳
千
葉
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
３
│

２
４
５
│

４
２
２
２

※
２
　
法
定
検
査
と
は

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
重
要
な
検
査
で
す
。
毎
年
１

回
、
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
法
律
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
検
査
は
、
公
的
な

検
査
機
関
が
行
い
ま
す
。（
11
条
検
査

　
年
１
回
　
５
千
円
）

◎
法
定
検
査
に
関
す
る
問
合
せ
　
　

　
㈳
千
葉
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
３
│

２
４
６
│

６
２
８
３

新設排水設備に係る補助金額

合併処理浄化槽への転換補助 新規設置の浄化槽に係る補助金額
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